
井原市発注工事に係る現場 理人取扱要領の見直しについて 
 知 ら せ 

 
 

井原市総務部財政課 
 
 

建設業法施行 一部改正 和 年１１月１８日改正 伴い 井原市 発注 建設工事 係 現場 理人

取扱い つい 次 見直 を行い 和 年 月１日 降 入札公告 指 通知を行う工事 実施

ま 知 ま  

 

 

１．現場 理人の兼務拡大 和 年 月１日 ら  

 

   １ 現場 理人の兼務拡大 

 現場 理人 つい 兼務 工事 当初請負 金 合計額を 4,000 万 建築一式工事

8,000 万 未満 ま  

兼務拡大要件 従 来 

和 年 月～ 和 年 月  

特例措置含 和 年 月１日 

取扱い 

兼務可能件数 兼務 工事 件 災害

復旧工事等 含ま 場合 件数を制

限 い あ 国又 県

発注 工事を含  

 

従来  

 

当初請負 金 兼務 工事 当初請負

金 合計 」,500 万 建築一式工事

7,000 万 未満 あ

災害復旧工事等 含ま 場合 １．

億 建築一式工事 額 未満 あ

 

兼務 工事 当初請負 金

合計 4,000 万 建築一式工事 8,000 万

未満 あ 災害復旧工事

等 含ま 場合 １． 億 建築一式

工事 額 未満 あ  

従事可能地域 工事現場 井原市 あ つ 監督員 常時連絡可能 体制を確保

監督員 求 場合 や 工事現場 向 う等適切 対応  

他 兼務 い 工事現場 業務 従事  

    ※詳細 つい 井原市発注工事 け 現場 理人取扱要領 を井原市 ーム ージ 確認く

い  

 

 



現場代理人の兼務件数及び当初請負代金の合計の考え方

例 − 市発注の通常⼯事のみを受注し いる場合 、国、県発注の通常⼯
      事のみを兼務する場合

例 − 市発注の通常⼯事のみを受注し いる場合 、国、県発注の災害復
      旧⼯事等を兼務する場合

例 市発注の災害復旧⼯事等を受注し いる場合

国や県 発注し 工事 あっ 災害復旧工事 場合 ３件 兼務件数 含 ませ し 兼務する工事
当初請負代金 合計額 1.5億円未満 含 ます 注意く い お 現場代理人 市 発注し 工
事 国や県 発注し 災害復旧工事 兼務する場合 現場代理人兼務届 提出 あわせ 国や県 発注し 工
事 災害復旧工事 ある 確認 る資料 提出 お願いします し 工事名 災害復旧工事 ある
確認 る場合 資料 提出 不要 す

市発注
通常工事

国 県 市
発注

通常工事

別 紙

当初請負代金 合計4,000万円未満

当初請負代金 合計１.５億円未満

国 県 市
発注

通常工事

３件ま 兼務可能

市発注
通常工事

国 県 市
発注

通常工事

国 県 市
発注

通常工事

国 県発注
災害復旧等

工事

国 県発注
災害復旧等

工事

３件ま 兼務可能 件数不算入

市発注
災害復旧等

工事

市発注
災害復旧等

工事

国 県 市
発注

通常工事

国 県発注
災害復旧等

工事

国 県発注
災害復旧等

工事
…

件数不算入 ３件ま 兼務可能 件数不算入

当初請負代金 合計１.５億円未満


